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2024年９月期第２四半期の四半期レビュー報告書受領のお知らせ 

 

2024年５月 15日付「2024年９月期第２四半期報告書の提出遅延並びに当社株式の監理銘柄（確認中）指

定の見込みに関するお知らせ」において、金融商品取引法に定める提出期日である 2024年５月 15日中に、

2024 年９月期第２四半期の四半期レビュー報告書が受領できない可能性があることから、2024 年９月期第

２四半期報告書を提出することが困難となる旨をお知らせいたしましたが、2024 年５月 15 日 23:26 に有限

責任監査法人トーマツより、無限定の結論である旨の四半期レビュー報告書を受領いたしました。 

このため、2024年９月期第２四半期報告書につきましては、2024年５月 16日に関東財務局に提出できる

よう、引き続き対応してまいります。 

なお、2024年５月 15日 17:14に EDINETに提出済の 2024年９月期第２四半期報告書と 2024年５月 16日

に提出予定の 2024年９月期第２四半期報告書の内容に差異はありません。 

また、この度の提出遅延を理由として、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第 604

条第１項第 10号 a の規定により、株式会社東京証券取引所より投資家の皆さまに注意喚起するため、当社

株式は、2024 年５月 15 日付けで監理銘柄（確認中）に指定されましたが、指定の理由である四半期報告書

の提出遅延の状況は、2024 年５月 16 日の提出をもって解消予定であることから、株式会社東京証券取引所

による確認が完了次第、監理銘柄（確認中）の指定を解除する旨の通知を受領する見込みでございます。 

 

このたびの指定により、株主の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配

をお掛けしましたことを伏してお詫び申し上げます。 

 

以上 


